
奨学金スペシャルセミナー 2025 ～奨学金申請の実践編～

日本学生支援機構・貸与型奨学金

奨学金種別 貸与額 学校種別
国公立 私立

学力基準
自宅 自宅外 自宅 自宅外

第一種奨学金
（無利子）

最高
月額

大学 45,000円 51,000円 54,000円 64,000円 第一種奨学金（無利子）

【予約採用の場合】
次の①②のいずれかに該当する者
①成績が５段階評価で３．５以上
②住民税非課税世帯

【在学採用の場合】
次の①②のいずれかに該当する者
＜新入生＞
①大学・短大(３．５以上)、専門(３．２以上)
②住民税非課税世帯
＜２年次以上＞
①学部学科の成績上位１/３以内
②住民税非課税世帯

第二種奨学金（有利子）
実質的に成績基準は無く世帯収入のみで審査

短大・専門 45,000円 51,000円 53,000円 60,000円

その他
月額

大学
短大・専門 30,000円

20,000円

40,000円
30,000円
20,000円

40,000円
30,000円
20,000円

50,000円
40,000円
30,000円
20,000円

第二種奨学金
（有利子）

貸与
月額

学校種別、進路にかかわらず、
２万円～１２万円の中から１万円単位で希望額を選択

※私立大学（薬・獣）の場合は、２万円の増額（１４万円）が可
※私立大学（医・歯）の場合は、４万円の増額（１６万円）が可

入学時特別増額貸与奨学金
（有利子・一時金）

学校種別、進路にかかわらず、
１０万円、２０万円、３０万円、４０万円、５０万円から選択

【ステップ①】 希望する貸与奨学金の種類の選択

① 第一種奨学金のみ審査を希望

② 第二種奨学金のみ審査を希望

③ 「併用貸与」「第一種奨学金」「第二種奨学金」の審査を希望

【ステップ②】 第二種奨学金の利率の算定方式の選択

理解しておくべきポイント

第一種の最高月額は併用貸与の採用者しか利用できない

給付型の採用者は「併用貸与」の家計基準を満たす

給付型（第1、第2区分）採用者及び多子による満額減免採用者
は、併給調整により、実質的に第一種奨学金が利用できない

給与所得者 4人世帯の収入基準の目安（2025年度予約採用案内書より）

第一種
第二種

一種・二種
併用貸与

最高月額 その他月額

743万円 803万円 1,250万円 743万円

理解しておくべきポイント

利率の算定方式は貸与終了年度内に変更できる

貸与終了年度の夏休み明けごろに最新の利率傾向をチェックしたうえで変更するかどうかを判断

変更可能な手続き期間を事前に奨学金担当部署に確認すること

奨学金 貸与利率

※第一種奨学金の最高月額は、併用貸与の家計基準を満たした
人しか利用できない



【ステップ③】 貸与型奨学金の返済方式の選択

【ステップ④】 保証方式の選択

所得連動返還が導入された背景

経済的に厳しい状況に置かれている返済者の負担を軽減
する目的で所得連動返還が検討され、2017年度から導入
された。

第一種奨学金の適用状況をみながら第二種への対象拡充
を検討とあったが、これまでそうはなっていない。

利用者数、貸与額ともに大きい第二種奨学金が対象外と
なっている点などから、どれほど返済負担の軽減につな
がっているかについて疑問を感じている。

理解しておくべきポイント

定額返還でも「減額返還」や「繰上返済」することで所得連動返還の役割は果たせる

進学後に定額返還から所得連動返還に変更する場合は「保証料の一括払い」が必要

進学届提出後に、所得連動返還から定額返還への変更は不可

月賦返還と月賦・半年賦併用返還の年間返済額はどちらも同額である

勤めた企業からボーナスがでる保証はないので、割賦方式は「月賦返還」をおススメする

理解しておくべきポイント

保証方式の変更は進学届が最後の機会

進学届提出後に機関保証から人的保証への変更はできない

機関保証では、保証料を払うからといって本人の返済が優遇されることはない

保証人は「分別(ぶんべつ)の利益」が適用され、返済責任が１/２の額になる

人的保証では、本人だけでなく親と親戚をも巻き込んだ三者破産が現実に起こっている



【ステップ⑤】 給付型奨学金+学費の減免 「高等教育の修学支援新制度」

※多子世帯で私立理工農系の場合は多子世帯支援を適用

多子世帯
給付型奨学金と学費減免の
両方を４分の１ずつ支援

私立理工農系
文系との差額の学費分として

入学金と授業料を減免

第4区分の支援内容

学費の減免上限額 （年額）

学
種

採用
区分

国公立 私立

入学金 授業料 入学金 授業料

大
学

第1区分 282,000円 535,800円 260,000円 700,000円

第2区分 188,000円 357,200円 173,400円 466,700円

第3区分 94,000円 178,600円 86,700円 233,400円

短
期
大
学

第1区分 169,200円 390,000円 250,000円 620,000円

第2区分 112,800円 260,000円 166,700円 413,400円

第3区分 56,400円 130,000円 83,400円 206,700円

専
門
学
校

第1区分 70,000円 166,800円 160,000円 590,000円

第2区分 46,700円 111,200円 106,700円 393,400円

第3区分 23,400円 55,600円 53,400円 196,700円

採用区分
国公立 私立

自宅生 自宅外生 自宅生 自宅外生

第1区分 350,400円 800,400円 459,600円 909,600円

第2区分 234,000円 534,000円 307,200円 607,200円

第3区分 117,600円 267,600円 153,600円 303,600円

第4区分
※多子世帯のみ

87,600円 200,400円 115,200円 228,000円

給付型奨学金の給付額 （年額）

学種等 入学金 授業料

大
学

多子
国公立 70,500円 134,000円

私立 65,000円 175,000円

理工農 私立 86,700円 233,400円

短
期
大
学

多子
国公立 42,300円 97,500円

私立 62,500円 155,000円

理工農 私立 62,500円 155,000円

専
門
学
校

多子
国公立 17,500円 41,700円

私立 40,000円 147,500円

理工農 私立 40,000円 147,500円

第4区分の学費の減免上限額 （年額）

給付型奨学金は進学先が、大学、短期大学、専門学校にかかわらず
上記の金額が給付される



案内書からは気づきづらい高等教育の修学支援新制度の注意点

住民税情報が確認されるタイミング 対象となる住民税年度 確認される扶養親族数 審査対象となる支援期間

予約採用申し込み 2025年4月～7月 2025年度（令和7年度） 2024年12月31日時点の数 2026年4月～9月

進学届 2026年4月 2025年度（令和7年度） 2024年12月31日時点の数 2026年4月～9月

1年次の適格認定 2026年 夏 2026年度（令和8年度） 2025年12月31日時点の数 2026年10月～2027年9月

2年次の適格認定 2027年 夏 2027年度（令和9年度） 2026年12月31日時点の数 2027年10月～2028年9月

3年次の適格認定 2028年 夏 2028年度（令和10年度） 2027年12月31日時点の数 2028年10月～2029年9月

4年次の適格認定 2029年 夏 2029年度（令和11年度） 2028年12月31日時点の数 2029年10月～2030年9月

保護者（生計維持者）の住民税情報をもとに確認される子どもの数のカウント時期

本人が大学入学する時には長兄が社会人になるあるきょうだいの例で考えてみる

多子世帯への支援拡充 ～子どもの数のカウント方法～

家計基準を超過する多子世帯も給付型奨学金への申請が必要
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